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第
十
ニ
条

新
法
人
税
法
第

条
の
三
第
一
明
、
第
六
明
及
び
第
八
墳
の
規
定
は
、
開
条
第
一
壊
に
規
定
す
る
内
国
法
人
が
新

法
人
税
法
第
開
条
の
ニ
の
法
認
凌
受
け
て
搭
連
結
事
灘
年
度
の
連
結
一
昨
得
に
対
す
る
法
人
税
そ
納
め
る
最
初
の
連
結
事
業
年

践
と
し
よ
う
と
す
る
期
間
開
の
関
姑
の
問
、
が
平
成
一
一
十
ニ
年
十
月
一
倍
以
後
で
あ
る
機
舎
の
関
穫
の
取
繍
立
つ
い
て
適
用
し
、

第
一
一
条
の
諜
定
〈
組
畿
一
向
嬬
成
等
以
外
の
改
正
規
定
に
限
る
。
)
に
よ
る
改
正
議
の
法
人
税
法
〈
以
下
山
刑
則
第
二
十
九
条
ま

で
に
お
い
て

「
出
法
人
税
法
い
と
い
う
。
)
第
四
条
の
三
第
一
明
に
揖
恕
す
る
拘
留
法
人
が
悶
法
人
税
法
第
四
条
の
こ
の
承

認
を
受
け
て
各
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
軌
め
る
最
初
の
連
結
挙
築
年
z
肢
と
し
よ
う
と
す
る
期
間
の

開
始
の
呂
が
需
年
十
月
二
笠
別
で
あ
る
場
合
の
同
項
の
申
請
に
つ
い
て
辻
、

な
お
従
誌
の
例
記
よ
る
。

(
事
業
年
度
に
関
す
る
経
過
語
置
)

損
千
三
条

丹
新
法
人
税
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二

法
人
が
同
条
第
一
寝
第
六
号
又
は
第
七
坊
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
事
業
年
度
に
つ
い
て
適
用
す

二
年
十
月
一

E
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
抱
の
内
冨

る。
2 

平
成

空
一
日
前
ピ
十
月
間
法
人
税
法
第
十
貰
条
の
ご
第
ご
現
に
規
定
す
る
他
の
内
閣
法
人
が
連
結
親
法
人
と

の
関
に
当
技
連
絡
親
法
人
に
よ
る
問
条
第
一
一
明
嬬
六
号
に
境
定
ず
る
宛
全
文
総
関
係
を
有
す
る
と
と
と
な
っ
た
場
合
の
爵
現

O 
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守宅

に
規
定
す
る
最
初
連
総
事
業
年
援
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
受
取
艶
出
等
の
議
金
不
算
入
に
轄
す
る
経
瀧
措
置
〉

第
十
四
条
十
月
新
法
人
説
法
第
二
十
三
条
第
五
項
の
姐
定
は
、
怯
人
が
平
成
工
十
ニ
年
十
月
一
設
以
後
記
肉
薄
ハ
に
規
定
す
る

取
得
を
す
る
株
式
文
は
出
資
に
係
る
再
現
に
規
定
す
る
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(
外
国
子
会
社
か
ら
受
け
る
配
当
等
の
益
金
不
算
入
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
十
五
条

十
月
新
法
人
税
法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
法
人
が
平
成
二
十
二
年
十
月
二
位
以
後
に
百
円
項
に
規
定

す
る
取
得
を
す
る
株
式
又
は
出
資
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
選
用
す
る
。

一
〈
受
鰻
議
の
益
金
不
算
入
に
冊
減
す
る
経
過
措
爾
)

十
月
新
法
人
税
法
第
一
一
十
五
条
の
一
…
の
規
定
は
、
法
人
が
平
成
ニ
十
二
年
十
汚
一
設
以
後
に
受
け
る
同
条
第
一
項

第
十
六
条

に
絹
脱
党
す
る
受
鶴
益
の
額
に
つ
い
て
溺
用
す
る
。

〈
特
殊
支
説
部
間
接
会
社
の
投
員
給
与
の
損
金
不
算
入
に
関
す
る
経
過
措
轍
)

第
十
七
条

mm法
人
税
法
第
五
十
五
条
第
一
明
に
規
定
す
る
特
殊
支
配
問
般
会
殺
の
施
特
設
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
の
所
得

に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

五
一
一
七



八

(
寄
附
金
の
損
金
、
小
算
入
ピ
関
す
る
経
過
議
罷
〉

第
十
八
条

十
月
新
法
人
税
法
第

七
条
第
一
一
環
刊
の
規
窓
は
、
法
人
が
本
成
士
十
一
一
年
十
月
一
説
以
川
知
北
支
出
す
る
問
壌
に

椀
殺
す
る
寄
附
金
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
が
向
日
前
に
支
出
し
た
十
月
間
法
人
税
法
第
一
ニ
ナ
七
条
第
一
一
項
む
規
定
す

る
寄
附
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
礎
詰
の
例
に
よ
る
。

〈
青
色
申
侍
書
を
提
出
し
た
事
業
年
擦
の
欠
陥
獄
金
の
繰
越
し
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
十
九
条

十
月
新
法
人
貌
法
第
五
十
七
条
第
八
項
〈
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
擢
定
辻
、

項
に
規
定
す
る
内
国

法
人
の
同
号
に
規
定
す
る
合
併
併
の
日
が
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
の
日
(
施
行
日
誌
に
開
蛤
し
た
連
結
義
法
人
事
業
年

度
(
十
月
侶
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
漢
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
山
部
副
知
第
二
十
九
条
ま
で

の
同
年
ト
月
一
日
以
後
の
期
間
関
内
の
日
を
除
く
。
)
で
あ
る
場
合

X
は
十
月
新
法
人
説
法
第
一
な
十
七
条

に
お
い
て
同
じ
。
)

第
八
墳
に
規
症
す
る
内
国
法
人
(
間
関
年
十

一
割
以
般
の
日
で
あ
る
場
合
の
偶
号
に
定
め
る
欠
撰
金
額
に
つ
い
て
漉
用
し
、
十
月
間
法
人
税
法
第
去
十
七
条
第
九
墳
に

一
E
以
識
に
解
散
す
る
も
の
に
限
る
。
〉
の
残
余
規
産
の
確
定
の

持
年
十

規
定
す
る
内
聞
法
人
の
問
現
第
ニ
号
に
規
定
す
る
合
併
の
日
が
附
年
十
月
一
日
前
の
日
〈
腕
行
日
前
に
欄
開
始
し
た
連
絡
抑
制
法

人
事
議
年
農
の
向
年
十
月
一
日
以
後
の
期
間
内
の
日
を
含
む
。
〉
で
あ
る
場
合
の
同
号
に
定
め
る
欠
損
金
犠
立
つ
い
て
は
、
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1、

}仁

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 

十
月
新
法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
国
法
人
(
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
解
散
す
る
も
の
に
限

の
残
余
財
産
の
確
定
の
日
が
施
行
目
前
に
開
始
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
同
年
十
月
一
日
か
ら
当
該
連
結
親
法

る
。
)

人
事
業
年
度
終
了
の
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
内
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
(
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中
「
第
八
十
一
条
の
九
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
連
結
子
法
人
」
と
あ
る
の
は
、

「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
)
附
則
第
二
十
六
条
第
四
項
(
連
結
欠
損
金

の
繰
越
し
に
関
す
る
経
過
措
置
)

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
二
項
第
二
号
(
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
)
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
」
と
す
る
。

3 

法
人
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
期
間
(
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
平

成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
の
期
間
を
含
む
。
)
内
に
十
月
旧
法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
十
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に

該
当
し
た
場
合
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
欠
損
金
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
青
色
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
事
業
年
度
の
災
害
に
よ
る
損
失
金
の
繰
越
し
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
十
条

十
月
新
法
人
税
法
第
五
十
八
条
第
三
項
(
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)

の
規
定
は
、

同
項
に
規
定
す
る
内
国

五
二
九



五
三
。

法
人
の
開
刊
号
に
規
定
す
る
合
併
の
日
が
平
成
二
十
一
一
年
十
月
一
自
立
後
の
日
(
施
行
日
前
に
時
開
始
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年

撲
の
弱
年
ト
ロ
バ
一
日
以
後
の
期
間
山
門
の

E
を
時
く
。
)

で
あ
る
場
合
又
は
問
項
に
規
定
す
る
内
患
法
人
(
需
年
十
月
一
臼
以

後
に
解
散
す
る
も
の
に
探
る
。
〉

の
強
余
財
産
の
緩
定
の
務
が
同
年
十
月
一
日
以
後
の
日
で
あ
る
場
合
の
持
母
に
定
め
る
災

容
擦
失
欠
換
金
繰
は
つ
い
て
滴
用
し
、
十
月
刑
法
人
税
法
第
五
十
八
条
筋
四
慣
例
に
規
定
す
る
山
内
協
法
人
の
部
門
現
第
一
一
号
に
規

定
ず
る
合
併
鮮
の
日
が
附
年
十
月
一
日
前
の

B
〈
擁
行
思
議
に
開
始
し
た
瀧
結
親
法
入
事
灘
年
撲
の
同
年
十
持
一
日
以
後
の
期

間同市内の

を
含
む
。
)

で
あ
る
場
合
の
同
号
に
定
め
る
災
害
一
損
失
欠
損
金
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
併
に
よ
る
。

2 

丹
新
法
人
税
法
第
五
十
八
条
第
一
二
項
に
規
定
す
る
市
内
田
法
人
(
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
解
散
す
る
も
の
に
限

る
。
)

の
残
余
計
約
産
の
確
定
の
日
が
施
行
目
前
に
輯
開
始
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
同
年
十
月
一

か
ら
当
該
連
結
親
法

人
事
議
年
護
襲
了
の

E
の
前
日
ま
で
の
期
制
山
内
の

E
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
伺
頃
(
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規

窓
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
八
十
一
条
の
九
第
一
一
環
第
一
号
(
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
〉
に
規
定
す
る
特
定
連
結

子
法
人
い
と
あ
る
の
は
、

条
第

項
〈
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
に
関
す
る
離
選
議
殻
〉

「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
紋
託
、
ず
る
法
律
(
平
成
一
一
十
一
一
年
法
律
鵠

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
後
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
阿
法

R
W
〉
粥
則
第
一
…
十
六

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
第
八
ト
一
条
の
九
第
一
一
項
第
一
五
d

(

連
絡
欠
損
金
の
繰
離
し
〉

に
規
定
す
る
適

O 
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仁

、

〔

結
子
法
人
」
と
す
る
。

3 

法
人
が
施
行
目
前
に
開
始
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
期
間
(
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
平

成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
の
期
間
を
含
む
。
)
内
に
当
該
法
人
を
十
月
旧
法
人
税
法
第
五
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る

合
併
法
人
等
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
適
格
合
併
等
を
行
っ
た
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
未
処
理
災
害
損
失
欠
損
金
額
に
つ

い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
有
価
証
券
の
譲
渡
益
又
は
譲
渡
損
の
益
金
又
は
損
金
算
入
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
十
一
条

十
月
新
法
人
税
法
第
六
十
一
条
の
二
第
十
六
項
の
規
定
は
、
法
人
が
同
項
に
規
定
す
る
他
の
内
国
法
人
の
平
成

二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
生
ず
る
同
項
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
り
金
銭
そ
の
他
の
資
産
の
交
付
を
受
け
た
場
合
又
は
法
人

が
当
該
他
の
内
国
法
人
の
同
日
以
後
に
生
ず
る
同
項
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
り
当
該
他
の
内
国
法
人
の
株
式
を
有
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
場
合
(
同
日
以
後
に
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
場
合
を
含
む
。
)
に
お
け
る
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
の
聞
の
取
引
の
損
益
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
十
二
条

十
月
新
法
人
税
法
第
六
十
一
条
の
十
三
の
規
定
は
、
法
人
が
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
行
う
同
条
第
一

五



五

項
に
規
定
す
る
譲
渡
損
益
調
整
資
産
の
譲
渡
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額
に
つ
い
て
適
用
し
、

法
人
が
同
日
前
に
行
っ
た
十
月
旧
法
人
税
法
第
六
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
損
益
調
整
資
産
の
譲
渡
に
係
る

同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
2 

法
人
が
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
前
に
行
っ
た
十
月
旧
法
人
税
法
第
六
十
一
条
の
十
三
一
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
十
第

一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
損
益
調
整
資
産
(
以
下
乙
の
項
に
お
い
て

十
月
旧
法
人
税
法
第
六
十
一
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額

(
以
下
乙
の
項
に
お
い
て
「
旧
譲
渡
損
益
額
」
と
い
う
。
)
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
き
同
日
に
お
い
て
益
金
の
額
又
は
損
金

「
旧
譲
渡
損
益
調
整
資
産
」
と
い
う
。
)

の
譲
渡
に
係
る

の
額
に
算
入
さ
れ
て
い
な
い
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
旧
譲
渡
損
益
調
整
資
産
を
十
月
新
法
人
税
法
第
六
十
一
条
の
十

三
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
損
益
調
整
資
産
と
、
当
該
旧
譲
渡
損
益
額
を
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
損
益
調
整
資
産
に
係
る
同

項
に
規
定
す
る
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額
と
、
当
該
法
人
を
当
該
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額
に
つ
き
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
法
人
と
、
当
該
旧
譲
渡
損
益
調
整
資
産
の
譲
渡
を
受
け
た
法
人
を
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
譲
受
法
人

と
、
当
該
旧
譲
渡
損
益
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
き
十
月
旧
法
人
税
法
第
六
十
一
条
の
十
三
一
第
二
項
又
は
第
八
十
一
条
の
十

O 

J 

1 
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( 

第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
益
金
一
の
額
又
は
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
金
額
を
当
該
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
護
損
失
額
に
相
当
す
る

金
額
に
つ
き
十
月
新
法
人
税
法
第
六
十
一
条
の
十
三
第
二
事
の
規
定
に
よ
り
益
金
の
額
又
は
援
金
の
譲
に
算
入
さ
れ
た
金
額
、

と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
嘆
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

〈
持
定
資
産
に
係
る
譲
漉
等
損
失
額
の
横
金
不
算
入
立
撰
す
る
経
過
措
齢
〉

第
一
一
十
六
条

法
人
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
議
結
親
法
人
事
業
年
度
の
期
間
〈
施
行
日
以
後
に
捌
開
始
す
る
漉
結
続
法
人
事
情
米

年
撲
の
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
の
期
間
後
含
む
。
〉
内
に
当
一
絞
法
人
そ
ん
口
併
法
人
又
は
分
約
承
継
法
人
と
す
る
十

丹
沼
法
人
税
法
第
六
十
一
一
条
の
七
第
七
現
に
規
定
す
る
特
法
滞
格
合
併
等
を
行
っ
た
場
合
の
問
項
に
規
定
す
る
特
定
保
有
資

意
む
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
十

条
新
法
人
説
法
第
八
十
一
条
の
四
の
規
定
法
、
連
結
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
自
円
以
後
に
間
開
始
す
る

連
結
事
業
年
震
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
護
用
し
、
連
結
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
震
が
施
作
自
離
に
関

始
し
た
連
絡
事
業
年
麗
の
漉
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

十
月
新
法
人
税
措
第
八
十
一
条
の
凹
鶴
一
一
一
頃
の
規
定
は
、
議
総
法
人
が
平
成
一
一
十
一
一
年
十
月
刊
日
以
後
記
間
環
立
構
慾
す

2 

ま1



表一一…ぉ

る
取
得
そ
す
る
林
式
又
は
出
資
に
諮
る
問
壊
に
規
定
す
る
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
溜
消
す
る
。

〈
鴻
総
事
業
年
撲
に
お
け
る
簿
府
金
の
換
金
不
算
入
に
関
す
る
経
渦
撒
顕
〉

第
二
十
近
条

十
月
新
法
人
投
詑
第
八
十
一
条
の
ん
ハ
第
一
一
績
の
規
定
は
、
鵡
締
法
人
が
平
成
一
一
十
一
一
年
十
月
一
羽
以
後
に
支
出

ず
る
同
議
に
規
定
す
る
寄
欝
令
の
穣
に
つ
い
て
通
用
し
、
連
結
法
人
が
向
日
前
に
支
出
し
た
十
月
抑
制
法
人
税
法
第
八
十
一
条

の
六
第
二
現
に
規
定
す
る
響
詩
金
の
額
忙
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
連
結
欠
損
金
の
韓
越
し
に
開
閉
す
る
経
過
措
鷲
)

第
二
十
六
条

新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
連
結
親
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
震
が
施
…
行
自
以
後
に

開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
持
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
連
結
親
法
人
の
連
結
霧
法
人
事
業
年
度
が
施

行
司
前
に
間
開
始
し
た
連
結
事
業
年
疫
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
培
、

な
お
従
議
の
鰐
に
よ
る
。

2 

新
法
人
税
法
第
八

一
条
の
九
第
二
項
(
第
一
号
に
係
る
部
分
に
罷
る
。
)
及
、
び
第
三
項
(
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
〉
の
規
定
は
、
連
結
承
認

〈
新
法
人
税
法
第
四
条
の

a

一
の
承
認
の
効
力
が
生
じ
た
告
を
い
う

G

以
下
こ
の
条
に
お
い

て
隙
じ
。
〉
の
講
ず
る
迷
踏
親
法
人
事
業
年
度
開
始
の
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
譲
結
親
法
人
又
は
新
法
人
税
法
第
八
十
一

条
の
九
銭
一
一
環
鰐
一
時
坊
に
規
恕
す
る
特
定
漣
紡
吋
寸
法
人
の
問
号
に
定
め
る
欠
締
金
額
又
は
議
結
欠
損
金
個
別
隙
印
刷
鱗
に
つ
い

。

， 

O 
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て
適
用
す
る
。

3 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
B
か
ら
平
成
一
一
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
摺
に
民
地
慌
に
規
定
す
る
特
定
連
結
子
法
人
を

分
割
法
人
又
註
被
合
併
法
人
と
す
る
分
欝
型
分
割
又
は
合
携
が
行
わ
れ
る
と
き
の
十
月
泊
法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
九
項
又

は
第
瓦
十
八
条
第
閥
頃
の
規
定
の
選
出
加
に
つ
い
て
は
、
十
月
間
法
人
税
法
第
去
十
七
条
第
九
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
中

「
第
八
十
一
条
の
九
第
一
一
明
〆
第
一
一
号
に
規
定
す
る
連
綾
子
法
人
い
と
あ
る
の
は
、

「
第
八
十
一
条
の
九
錦
…
…
明
快
第
一
時
に
繰

定
す
る
特
定
連
結
子
法
人
」
と
す
る
。

4 

連
結
承
認
設
の
属
す
る
連
結
綴
法
人
事
業
年
度
時
間
姑
の
誌
が
施
行
日
前
で
あ
っ
た
連
結
親
法
人
又
註
連
結
子
法
人
の
信
法

人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
鱗
…
…
磯
鱗
一
号
又
は
第
一
一
号
に
定
め
る
欠
撒
金
額
又
地
連
結
欠
損
金
銅
別
細
部
総
満
額
に
つ
い
て
は
、

同
項
(
第
一
号
又
は
第
一
吉
τ
誌
に
採
る
部
分
に
限
る
。
〉
の
鰻
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

5 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
撞
宥
E
か
ら
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
河
項
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
分
嵩

法
人
と
す
る
分
割
型
分
割
が
行
わ
れ
る
と
き
又
は
擁
行
日
か
ら
河
明
の
連
結
続
法
人
事
業
年
牒
終
了
む
日
ま
で
の
閤
に
加
何
事

に
規
定
す
る
謹
結
子
法
人
を
被
合
辞
法
人
と
す
る
合
静
が
行
わ
れ
る
と
ぎ
の
十
丹
市
法
人
税
法
第
忍
十
七
条
第
九
現
又
は
第

五
十
八
条
第
密
項
の
規
定
の
違
患
に
つ
い
て
は
、
十
月
記
詰
人
税
法
第
宜
十
七
条
第
九
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
中
「
第

五
一
二
五



zu
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八
十
一
条
の
九
第
一
一
環
第
二
号
む
規
定
す
る
連
絡
子
法
人
」
と
あ
る
の
は
、

「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
設
ま
ず
る
法
律
〈
一
平

成
二
十
一
一
年
法
律
第

号
)
罰
則
第
一
一
十
六
条
第
四
項
(
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
に
関
す
る
級
選
措
置
)
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

二
号
(
逮
結
欠
損
金
の
繰
越
し
)
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
」
と
す
る
。

の
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
一
品
現
第

6 

新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
二
項
(
欝
ニ
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び
第
一
一
一
環
(
第
二
時
に
採
る
部
分
に
限

る
。
)
の
規
定
は
、
開
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
若
し
く
は
連
結
子
治
人
の
諸
行
間
以
後
巳
間
関
蛤
ず
る
連
結
親
法

人
事
業
年
肢
の
期
間
(
平
成
ニ
ム
ア
二
年
十
月
一

E
以
後
の
期
間
に
罷
る
。
〉
内
に
再
現
第
て
号
に
競
窓
ず
る
適
格
合
併
が
行

わ
れ
る
場
合
又
は
当
鉱
連
結
毅
諸
人
智
し
く
は
鴻
結
子
法
人
の
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
遼
織
親
法
人
事
業
年
度
の
期
間
内

に
同
号
に
規
定
す
る

の
内
国
法
人
〈
問
年
十
月
一
日
以
後
に
解
散
す
る
も
の
に
削
減
る
。
)
の
残
余
綜
産
が
確
窓
ず
る
場
合

の
附
号
に
定
め
る
欠
損
金
額
又
段
違
結
欠
損
金
鰭
別
帰
属
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

7 

連
絡
翻
税
法
人
が
施
行

E
離
に
開
始
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
期
間
(
施
行
問
以
後
に
開
始
す
る
達
結
親
法
人
事
業
年

授
の
平
成
品
…
十
一
一
年
九
月
三
十

E
以
前
の
期
間
を
含
む
。
〉
内
に
連
絡
合
併
を
行
っ
た
場
合
又
は
連
結
親
法
人
が
同
年
九
月

三
十
日
以
前
に
旧
法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
類
訟
癌
格
分
制
聖
分
鶴
そ
行
っ
た
場
合
の
旧
法
人
税
法

O 

O 



第
八
十
一
条
の
九
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
欠
損
金
額
又
は
連
結
欠
損
金
個
別
相
開
票
額
に
つ
い
て
辻
、

同
項
(
同
号
に
諮
る

部
分
に
限
る
。
)

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
そ
有
す
る
。

8 

施
行
日
か
ら
平
成
一
一
十
一
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
織
に
お
け
る
新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
一
…
閣
の
規
定
の
適
用
む

つ
い
て
は
、
同
現
第
一
号
山
市
「
第
五
十
八
条
第
四
項
〕
と
あ
る
の
は
「
第
一
な
十
八
条
第
六
瑛
い
と
、
問
号
イ
中
「
第
百
鳴
い

と
あ
る
の
は

「
第
六
項
」
と
、

吋
同
条
第
剖
夢
、
V
〈
誌
第
八
閣
制
」
と
あ
る
の
は
「
同
開
条
第
五
議
ハ
又
は
第
九
噴
い
と
、

高
一
条
第

三
項
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
第
四
項
」
と
す
る
。

日

連
結
法
人
が
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
に
合
併
又
は
分
割
型
分
割
を
行
っ
た
場
合
の
沼
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の

九
第
五
項
に
規
定
す
る
欠
損
金
棋
に
つ
い
て
は
、
持
壌
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
安
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
治

核
分
制
捜
分
轄
の
告
の
前
日
の
麟
ず
る
漣
締
観
法
人
事
裁
年
擦
が
腕
作
目
錆
に
附
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
と
ぢ
は
、
制
作
明
快
市
町

立
問
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
欣
正
す
る
法
律
〈
平
成
ニ
十
一
一
年
法
律
第
号
)
縮
製
第
一
一

十
六
条
第
四
項
(
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
に
関
す
る
経
遇
措
置
)
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る

問
法
第
ニ
条
の
梢
想
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
説
法
第
八
十
一
条
の
九
第
二
項
第
二
号
(
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
)
」
と
し
、

当
該
鵠
日
の
嬬
す
る
連
結
締
法
人
事
灘
年
度
が
縫
行
日
以
後
に
開
始
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
問
項
中

2
前
項
第
二
号
に

1i 
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二一八

規
定
す
る
連
結
子
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
前
現
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
瀧
結
子
法
人
」
と
す
る
。

10 

十
月
新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
五
項
(
問
項
第
三
号
の
連
結
子
法
人
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
は
、
当
該

連
結
子
法
人
を
罵
号
に
規
定
す
る
合
併
法
人
等
と
す
る
向
号
に
規
定
す
る
適
格
組
織
再
編
成
等
が
行
わ
れ
る
告
が
平
成
二
十

(
繕
行
自
前
に
開
始
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年
援
の
向
年
十
月
一
日
以
後
の
期
間
市
内
の
口
を
除

二
年
十
月
一
包
以
後
の

く
。
)
一
で
あ
る
場
合
の
鰐
考
記
定
め
る
謹
結
欠
損
金
制
別
帰
鱗
額
む
つ
い
て
遡
用
ず
る
。

11 

新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
の
一
一
第
一
…
現
〈
第
一
時
に
係
る
部
分
に
蹴
る
。
)
の
規
競
は
、
問
叫
慣
に
規
定
す
る
越
結
線

法
人
又
は
連
結
子
法
人
の
籍
伴
侶
以
後
に
開
始
す
る
連
結
毅
法
人
事
業
年
獲
の
期
間
(
一
平
成
一
ト
二
年
十
丹
一
日
以
後
の
期

問
に
限
る
。
)
内
に
回
目
守
に
撹
定
す
る
適
格
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
の
湾
号
に
柑
掲
げ
る
未
処
理
欠
損
金
額
又
法
違
結
欠
護
金

細
別
帰
属
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

12 

連
結
親
法
人
が
撞
行
自
蕗
に
揖
締
結
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年
震
の

産
の
平
成
ニ
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
の
期
間
を
含
む
。
)
市
内
に
遥
務
会
併
を
行
っ
た
場
合
又
は
連
結
親
法
人
が
関
年
九
月

…
一
一
十
日
以
前
に
限
法
人
税
法
務
盟
十
七
条
第
一
一
環
に
規
定
す
る
合
併
併
瀦
鍛
議
格
分
綿
製
分
割
晶
化
作
っ
た
場
合
の
部
法
人
税
法

(
蕗
行
自
以
後
に
開
始
す
る
連
結
額
法
人
事
業
年

錦
八
十
一
条
の
九
の
こ
第
一
一
環
鵠
一
等
に
掲
げ
る
米
処
理
欠
操
金
額
又
域
連
結
欠
損
金
制
別
帰
属
額
に
つ
い
て
は
、
問
門
壊

C 

O 



ぐ

( 

〈
同
母
に
係
る
部
分
に
限
る
。
〉
の
線
建
誌
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
ο

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
間
関
等
中
ぷ
別
条
第
一
一
項

第
一
一
一
号
い
と
あ
る
の
は
、

「
煎
得
税
法
等
の
一
部
品
化
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
一
一
十
一
一
年
法
律
第

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法

考
〉
欝
期
第
二
十
六

条
第
七
項
(
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
に
慰
問
す
る
経
通
措
置
〉

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
訴
の
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
一
一
頃
第
三
号
〈
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
)
」
と
す
る
。

十
月
新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
十
第
二
項
(
問
項
第
二
号
の
連
結
子
法
人
に
係
る
部
分
に
罷
る
。
〉
の
規
定
は
、
当
該

13 
連
結
子
法
人
を
合
併
法
人
、
分
割
前
承
慈
詮
入
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
現
物
分
記
法
人
と
す
る
商
号
に
規
定
す
る
適
格
組

織
再
編
成
等
が
行
わ
れ
る
自
が
平
成
二
十
二
年
十
月
一
司
以
後
の
日
(
施
行
目
前
に
開
姶
し
た
連
結
悪
法
人
事
業
年
度
の
同

年
十
月
一
日
以
後
の
難
問
問
的
の
日
を
捨
く
。
)
で
あ
る
場
合
の
同
号
に
掲
げ
る
連
結
欠
護
金
紹
抑
制
出
向
鰐
罵
額
に
つ
い
て
適
用
す

る
14 

新
法
人
税
法
鱗
八
十
一
条
の
九
の
ニ
機
一
一
一
壌
の
規
定
は
、
問
項
の
欠
摘
等
連
締
法
人
の
施
行

以
後
に
酬
開
始
す
る
連
結
親

法
人
事
業
年
度
の
期
間
内
に
部
門
慣
例
立
規
定
す
る
内
問
法
人
〈
平
成
三
十
ニ
年
十
芳
一
日
以
後
に
解
較
す
る
も
の
に
限
る
。
〉

の
残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
の
鍔
現
に
規
定
す
る
米
処
理
欠
損
金
網
又
は
連
絡
欠
損
金
髄
制
約
帰
鱗
額
に
つ
い
て
適
用
す

る
o 

五
三
九



五
四
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15 

新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
連
結
承
認
日
の
属
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
開
始
の
日
が
施

行
日
以
後
で
あ
る
同
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
又
は
特
定
連
結
子
法
人
の
同
項
に
規
定
す
る
欠
損
金
額
又
は
連
結
欠
損
金

個
別
帰
属
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

日
連
結
承
認
日
の
属
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
開
始
の
日
が
施
行
目
前
で
あ
っ
た
旧
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
又
は
連
結
子
法
人
の
同
項
に
規
定
す
る
欠
損
金
額
又
は
連
結
欠
損
金
個
別
帰
属
額
に
つ
い
て

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
ニ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
一
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、

は
、
同
項
の
規
定
は
、

所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
)
附
則
第
二
十
六
条
第
四
項
(
連
結
欠
損
金
の
繰

越
し
に
関
す
る
経
過
措
置
)

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
二
項
(
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
)
」
と
す
る
。

17 

新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
若
し
く
は
連
結
子
法
人
の
施
行

日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
期
間
(
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
の
期
間
に
限
る
。
)
内
に
同
項
に
規

定
す
る
適
格
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
当
該
連
結
親
法
人
の
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
の
期
間
内

に
同
項
に
規
定
す
る
他
の
内
国
法
人
で
あ
る
欠
損
等
法
人
若
し
く
は
欠
損
等
連
結
法
人
(
同
年
十
月
一
日
以
後
に
解
散
す
る

O 

O 



「

( 

も
の
に
限
る
。
〉
の
残
余
財
産
が
緩
定
す
る
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
未
処
理
欠
損
金
額
又
は
漣
結
欠
課
余
知
機
制
約
鎌
田
腕
額
に

つ
い
て
逓
開
局
す
る
。

18 

連
結
議
法
人
が
議
行
E
輸
に
関
飴
し
た
連
結
親
法
人
事
業
年
肢
の
期
間
(
施
行
日
以
後
に
関
給
す
る
連
絡
練
法
人
事
業
年

疫
の
平
成
二
十
二
年
九
汚
一
一
一
十
門
口
付
抗
議
の
期
院
を
含
む
。
〉
内
に
適
格
合
併
を
狩
っ
た
場
合
又
は
連
絡
税
法
人
が
開
年
九
月

一
一
一
十
門
口
以
紛
に
侶
法
人
税
法
第
盟
十
七
条
鵠
ニ
壊
に
網
棚
恕
す
る
合
併
類
似
組
格
分
都
期
分
割
を
行
っ
た
場
合
の

mm法
人
税
法

第
八
十
一
条
の
九
の
一
一
第
問
問
現
に
規
定
す
る
米
処
理
欠
損
金
額
又
は
連
結
欠
損
金
個
別
帰
属
額
じ
つ
い
て
は
、
部
門
環
的
規
定

は
、
な
お
そ
の
勢
力
安
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
問
璃
中
「
問
明
第
三
号
イ
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
納
得
制
税
法
等
の
一

号
)
附
則
第
ニ
十
六
条
第
七
項
(
連
結
欠
損
金
の
繰
越
し
む
欝
す
る

部
俊
改
正
す
る
法
律
(
平
成
ニ
十
一
一
年
法
律
第

経
過
措
置
〉
の
規

J

定
に
よ
り
な
お
そ
の
勢
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
ニ
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
訴
の
法
人
説
法
第

八
十
一
条
の
九
第
二
項
第
一
一
一
号
イ
(
連
絡
欠
損
r

金
の
繰
越
し
)
」
と
す
る
。

(
連
結
法
人
間
取
裂
の
損
益
む
襲
整
に
関
す
る
経
過
靖
量
)

第
二
十
七
条

連
結
法
人
が
平
或
二
十
二
年
九
月
三
十
E
以
前
に
行
っ
た
十
月
旧
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
譲
渡
損
益
課
整
資
産
の
譲
護
に
祭
る
罰
項
に
規
定
す
る
譲
渡
利
義
額
又
は
譲
漉
損
失
額
に
つ
い
て
は
、
罰
則
第
二
十
-
一

五
回



五
回

条
第
一
環
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
剖
む
よ
る
。

〈
各
迷
総
事
業
年
擦
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
税
務
に
関
す
る
離
通
撞
置
)

第
一
一
十
八
条

新
法
人
税
法
橋
八
十
一
条
の
十
一
一
の
規
定
は
、
間
内
条
第
一
一
棋
に
規
定
す
る
漉
結
親
法
人
の
連
結
親
法
人
卒
業
年

肢
が
施
持
割
以
後
に
開
始
す
る
連
細
事
業
年
肢
の
連
結
一
納
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
鞠
用
し
、
刑
法
人
説
法
第
八
十
一

条
の
十
一
一
第
ル
現
に
規
定
す
る
連
締
親
法
人
の
連
結
報
法
人
事
業
年
度
が
雄
作
目
的
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
震
の
選
結
所

得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
制
約
記
よ
る
。

(
連
結
持
定
男
族
会
社
の
特
別
税
率
に
関
す
る
経
通
捨
量
)

第
二
十
九
条

新
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
十
三
の
規
定
辻
、
田
内
条
第
一
一
嬰
の
連
結
法
人
の
連
結
説
法
人
事
業
年
震
が
施
行
自

以
後
に
濁
議
す
る
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
持
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
十
三
第

一
嘆
の
連
絡
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
眠
肢
が
簸
行
罫
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
肢
の
連
絡
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

{
相
続
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
縦
過
般
闘
の
擬
制
的
〉

第
一
一
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
相
鶴
税
法
〈
以
下
端
射
第
五
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
「
新
特
鍛
税
法
い
と
い

第
三
十
条

。

， 

O 



ど

ζ 

ゆっ。〉

の
規
定
は
、
こ
の
附
烈
に
制
約
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
路
一
行

E
以
後
に
相
続
若
し
く
は
遺
贈
(
贈
与
を
し
た

容
の
死
亡
に
よ
り
効
力
そ
生
ず
る
鰭
与
そ
含
む
。
以
下
問
じ
。
〉

又
は
贈
与
(
贈
与
そ
し
た
者
の
死
亡
に
よ
り
効
力
を
宗
ず

一
る
贈
与
な
除
く
。
以
下
河
じ
。
〉
詑
よ
り
取
得
す
る
財
政
に
係
る
相
続
税
又
は
鱗
与
税
に
つ
い
て
組
用
し
、
擁
行
設
諮
に
相

続
若
し
く
は
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
蔵
に
係
る
相
続
税
又
拭
鰭
与
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
齢
の
州
内
に
よ
る
。

(
障
害
者
控
除
に
関
す
る
経
過
措
蜜
)

第
三
十
一
条

新
相
続
税
法
第
十
九
条
の
国
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
持
活
(
に
揖
定
す
る
障
害
者
が
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者

の
扶
接
義
務
者
〈
同
条
第
一
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
相
続
税
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
義
務
者
を
い

ぅ
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
扶
養
脇
税
務
者
」

と
い
う
。
〉

の
施
行

指
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
慰
憲
民
係
る

相
続
税
に
つ
い
て
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
政
正
前
の
棺
続
税
法
(
檎
制
限
第
一
一
一
十
三
条
に
お
い
て

i日

続
税
法
」
と
い

ぅ
。
〉
、
所
得
税
法
等
の
一
部
そ
改
正
す
る
法
律
(
昭
和
六
十
五
年
法
律
第
一
段
九
号
〉
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
献
の
相

続
税
法
、
相
続
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
年
法
律
第
十
五
号
〉
に
よ
る
改
正
前
の
相
続
税
法
又
域
格
続
税

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
昭
和
国
十
八
年
法
律
第
六
号
)
に
よ
る
改
正
前
の
相
続
税
法
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
泊

法
」
と
総
称
す
る
。
)
第
十
九
条
の
四
第
一
項
文
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定

五
問
問
三



五
四
四

の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
扶
養
義
務
者
が
新
相
続
税
法
第
十
九
条
の
四

第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
相
続
税
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
金
額
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
続
税
に
つ
い
て
新
相
続
税
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規

定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ち
ば
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
(
二
回
以
上
旧
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
又
は
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
十
九
条
の
三
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
た
場
合
に
は
、
最
初
に
相
続
又
は
遺
贈

に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
際
に
新
相
続
税
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
金
額
)

か
ら
既
に
旧
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
一
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
十
九
条
の

三
第
こ
項
又
は
新
相
続
税
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
相
続
税
法
第
十
九
条
の

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
た
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
と
す
る
。

(
定
期
金
に
関
す
る
権
利
の
評
価
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
一
二
十
二
条

新
相
続
税
法
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
相
続
若
し
く
は
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ

り
取
得
す
る
定
期
金
給
付
契
約
に
関
す
る
権
利
に
係
る
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
相
続
若
し
く
は

遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
定
期
金
給
付
契
約
に
関
す
る
権
利
に
係
る
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前

O 

O 
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〔

の
脳
内
に
よ
る
。

2

施
行
日
か
ら
平
成

一
二
年
三
月
三
十
一

ま
で
の
聞
に
締
結
さ
れ
た
定
期
金
給
付
契
約
に
欝
す
る
権
利
(
新
相
続
税
法

第
ニ
十
四
条
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
)
を
間
関

B
ま
で
に
相
続
若
し
く
は
遺
贈
又
は
措
与
に
よ
り
取
得
す
る
場
合
に
は
、

指
紋
権
利
の
価
額
は
、
能
墳
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
金
額
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
係

る
定
期
金
給
付
興
約
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

保
険
者
が
被
保
験
者
の
死
亡
に
罷
し
謀
験
金
を
支
払
う
こ
と
を
終
す
る
生
命
保
険
契
約
に
お
け
る
当
該
保
験
金
(
所
得

税
法
第
七
十
六
条
第
四
項
に
組
定
す
る
綿
入
年
金
保
険
契
約
等
に
係
る
も
の
そ
の
組
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
徐
く
。
)

線
建
給
付
金
幾
年
金
総
〈
平
成
十
一
一
一
年
法
体
第
一
な
十
号
)
第
一
…
一
条
第
一
一
明
に
規
定
す
る
擦
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
鰐

約
に
基
づ
い
て
支
給
を
受
け
る
年
金
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
年
金

(
同
族
会
社
等
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
等
に
罰
す
る
経
過
措
置
)

議
…
ニ
十
三
条

新
制
惚
続
税
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
ニ
十
一
一
年
十
月
二
討
以
後
に
陀
項
に
規
定
す
る
合
併
等

(
問
噴
に
細
川
恕
す
る
現
物
分
配
の
う
ち
、
磯
余
財
産
の
分
配
に
あ
っ
て
は
向
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
〉
が
ん
竹

わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
阿
倍
能
に
田
相
続
税
法
第
六
十

条
第
四
現
に
規
定
す
る
ん
ロ
併
等
が
作
わ
れ
た
場
合
に
つ

五
四
五



い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
の

〈
地
館
税
法
の
…
部
改
正
に
伴
う
経
瑚
議
議
〉

第

開
条
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
故
正
後
の
池
鍛
税
法
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
続
は
、
平
成
ニ

に
符
項
に
明
規
定
す
る
合
併
等
(
問
項
に
規
定
す
る
現
物
分
配
の
う
ち
、
残
余
財
産
の
分
配
に
あ
っ
て
は

よ
る
も
の
に
思
る
。
)
が
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
連
累
し
、
同
居
前
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

二
年
十
丹
一
日
以
後

日
以
後
の
解
散
に

の
地
盤
税
法
第
三

二
条
第
毘
項
に
競
定
す
る
合
併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
辻
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
諮
費
説
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
酷
鐙
)

第

忍
条

第
流
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
紫
続
法
〈
次
壌
に
お
い
て

吋
新
消
費
税
法
い
と
い
う
。
)
第
九
条
第
七
項

の
規
定
域
、
、
誠
行
日
以
後
に
消
費
税
法
第
九
条
鱗
州
問
機
の
鱗
結
に
よ
る
揺
出
欝
を
操
出
ず
る
事
業
者
の
賂
~
竹
内
災
以
後
記
閥
開
始

す
る
轍
税
期
間
山
内
法
観
十
九
条
に
規
定
す
る
盟
問
税
制
帰
轄
を
い
う
。
以
下
と
の
璃
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
適
用
し
、

璃
1T 

に
当
該
届
出
警
な
提
出
し
た
事
業
者
の
脇
持
日
前
に
開
始
し
た
鏡
、
税
期
間
及
び
施
行
日
以
後
に
潤
姑
す
る
謀
説
鶏

間
に
つ
い
て
辻
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 

新
語
費
税
法
第
十
二
条
の
二
第
一
一
項
の
規
定
は
、
施
行
呂
以
後
に
設
立
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
設
法
人
で
、

O 

O 
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仁

問
問
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
践
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
蹴
用
す
る
。

へ
た
ば
こ
税
法
の
…
部
被
正
記
伴
う
一
数
的
経
滋
措
髄
〉

第
三
十
六
条

こ
の
叫
刑
期
に
部
設
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
七
条
の
規
定
(
た
ば
こ
税
法
第
十
一
条
の
改
正
規
定
及
び

開
法
間
関
第
二
条
の
故
正
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
む
お
い
て
同
じ
。
)

の
施
行
前
に
課
し
た
、

又
は
課
す
べ

き
で
あ
っ
た
第
七
条
の
規
窓
に
よ
る
改
正
諮
の
た
ば
こ
税
法
務
十
一
条
及
、
び
附
劇
物
帰
一
一
条
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
に
係
る

た
ば
こ
税
に
つ
い
て
誌
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
未
鵜
税
移
出
等
に
揺
る
経
過
措
置
)

幾
三
十
七
条

一
平
成
二
十
一
一
年
十
月
一
日
数
む
製
濯
た
ば
こ
の
懇
逃
壌
か
ら
移
出
会
れ
た
製
造
た
ば
こ
で
、
た
ば
こ
税
法
第
十

二
条
第
一
一
一
明
〈
罰
法
第
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
陪
じ
。
)

の
脳
出
又
は

承
認
に
係
る
も
の

(
当
該
届
出
又
は
承
認
に
係
る
同
法
第
十
二
条
第
三
項
各
号
に
掃
掲
げ
る
日
が
同
月
一

5
以
後
に
到
来
す
る

も
の
に
限
る
。
〉
に
つ
い
て
、
間
現
各
号
叱
掲
げ
る
日
ま
で
に
問
壌
に
規
定
す
る
護
績
が
描
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
け

る
当
該
製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
の
税
率
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
た
ば
こ
税
法
〈
次
条
に
お
い
て

議?

た
ば
こ
税
法
」
と
い
う
。
)
第
十
一
条
第
一
寝
又
は
附
賠
第
二
条
の
税
率
と
す
る
。

五



五
間
八

(
未
納
税
引
取
り
等
に
係
る
経
過
措
置
)

第
五
十
八
条

次
の
畿
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
常
に
よ
り
た
ば
こ
税
の
免
除
な
受
け
て
平
成
一
一
十
一
一
年
十
月
一

保

税
地
域
〈
関
税
法
〈
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六

一
M3
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
謀
総
地
域
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て

じ。

γ
か
ら
引
き
窓
ち
れ
た
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
、
出
向
自
以
後
に
同
表
の
下
棋
に
語
、
げ
る
法
律
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
、
立
こ
税
の
税
率
は
、
新
た
ば
こ
税
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
税
率
と
す
る
。

第十 輪入 第十 輪入 たば

一品 」 口口口
世

し問倫

第条 に
第条 対すに 税第法十

… す対

鳴る 項る
免i勾 i均一

諸盟
震

条第 i徐
税?費持費 の4見 現

の の
蛾

徴等収
f数
収
等

関 関
今『 す
る る

法律
法
律

法第十同 法第寸同
出i湾

第

条第
条

第条
第

四 五 七

機
;項 項 項

の

規

輸
入
日
聞
に
封
ず
る
山
内
間
消
費
税
の
徴
収
等
に
剛
附
す
る
法
律
同
法
第
十
一
一
一
条
第
五
積
}
お
し
て
準
用

C 
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〈

〈
明
治
四
十
三
年
法
律
第
一
弘
十
四
号
)
第
十
五
条
第
ニ

第
十
一
一
一
条
第
五
項

項
、
第
十
六
条
第
二
項
又
は
第
十
七
条
第
四
寝

日
本
陣
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
冨
と
の
聞
の
懇
互
協
カ
及
、
び
安
一
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
留
と
の
間
の

互
協
カ
及
び
安

全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
議
設
及
、
び
慌
域
並
び
に
悶

全
操
需
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
撞
設
及
、
び
阪
竣
並
び
に
日

本
匿
に
お
け
る
合
衆
臨
策
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実

本
留
に
お
け
る
合
衆
陸
態
裁
の
地
般
に
罰
す
る
協
定
の
実

績
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
八
条

績
に
伴
う
撰
貌
法
等
の
臨
時
特
併
に
関
す
る
法
律
(
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
吾
十
一
一
号
〉
第
七
条
〈
日
本
国
に
お
け

(
呂
本
留
に
お
け
る
器
際
連
合
の
箪
離
の
地
位
に
関
す
る

る
国
際
連
舎
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
弾
一
協
舟
の
実
一
嘉
に
伴
う
一
慰
霊
能
等
の
臨
時
蒋
例
に
関
す
る

い
う
所
得
税
法
等
の
蕗
待
特
例
に
隣
す
る
法
律
(
昭
和
一
…
十
一
法
律
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
晶
化
合
む
。
)

一
九
年
法
律
第
百
四
十
九
号
)
第
四
条
む
お
い
て
準
用
す
る
一

一
場
合
を
含
む
。
〉

(
手
持
品
課
税
)

第
三
十
九
条

平
成
二
十
一
一
年
十
月
一
日
に
、
態
議
た
ば
こ
の
製
溺
場
又
は
課
税
地
域
以
外
の
壌
所
で
製
造
た
ば
こ
を
販
売
の

五
問
問
ム
九



京
日
以
。

た
め
所
持
す
る
製
造
た
ば
と
の
製
溜
者
又
は
鍛
苑
識
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
所
持
す
る
製
溜
た
ば
と
の
本
数
〈
た

ば
と
税
法
第
十
条
の
規
定
む
よ
り
、

た
ば
と
説
の
課
税
棟
準
と
な
る
製
造
た
ば
と
の
本
数
と
し
、
二
以
上
の
場
所
で
製
造
た

ば
と
を
所
持
す
る
場
合
立
は
、

そ
の
合
計
本
数
と
す
る
。
)

が
三
万
本
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て

は
、
そ
の
殺
が
製
造
た
ば
と
の
製
活
者
と
し
て
当
該
製
法
た
ば
こ
を
間
引
に
そ
の
者
の
毅
滋
た
ば
と
の
製
造
場
か
ら
移
出
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
次
の
各
口
可
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
と
の
灰
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
税
率
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
諜

す
る
。

製
造
た
、
は
と
(
次
号
に
掲
げ
る
製
浩
た
ば
と
を
緯
く
。
)
千
本
に
つ
ぎ
千
七
涯
五
十
円

た
ば
こ
税
法
制
附
則
第
一
一
条
に
規
定
す
る
第
二
機
の
製
油
た
、
は
と

千
本
に
つ
き
八
道
一
ニ
十
一
円

2 

話
項
に
規
定
す
る
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
で
同
項
め
規
定
に
該
当
す
る
も
の
の
貯
蔵
場
高
(
た
、
は
と
税
法
第

条
第
一
一
墳
に
規
定
す
る
小
売
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
た
ば
こ
事
業
法
〈
昭
和
班
十
九
年
法
律
第
六
十
八
時
〉
第
二

十
一
一
条
第
一
明
に
鵡
窓
ず
る
営
業
所
。
以
下
と
の
現
に
お
い
て
問
じ
。

)
rと
に
、

t

政
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一

B
ま
で
に
、
そ
の
貯
議
場
一
践
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
説
務

署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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